
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和６年４月５日（金）午後４時３０分～午後５時４０分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第３会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（２１名） 

農業委員 推進委員 

１番 住吉 一久 

２番 山岡 知博 

３番 弓野 良子 

４番 青木 清美 

５番 水島 英樹 

６番 大濱 秀弥 

７番 折谷 秀幸 

８番 荒尾 和彦 

９番 髙嶋 香織 

10番 清水 智也 

11番 中野 義博 

13番 大森 雅昭 

14番 石原 孝之 

１番 水島 忠彦 

３番 長井 浩信 

４番 中島 優一 

５番 寺崎 裕子 

６番 数家 善継 

７番 田中 耕一 

８番 坂藤 正敏 

10番 坂口 洋紀 

 

４ 本委員会に欠席した委員（３名） 

農業委員 推進委員 

12番 清水 正雄 ２番 青嶋 直通 

９番 河端 浩明 

        

５ 説明者   農業委員会  事務局長    平坂 昌美 

事務局長代理  佐渡 譲 

事務局員    山﨑 康治 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第４条・５条の規定による許可申請の件 

（２）議案第２号  農用地利用集積計画の決定の件 

（３）議案第３号  農用地利用配分計画の決定の件 

（４）議案第４号  農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域からの除外に関する件 

（５）議案第５号  非農地通知申出の件 

（６）議案第６号  令和６年度農作業参考料金の決定の件 

（７）令和６年度最適化活動の目標の設定等について 

（８）その他 

 

７ 会議の内容 

 



事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、４月の農業委員会定例会を開会いたします。 

会議に先立ちまして、４月１日付けの人事異動により、事務局にも異動がございまし 

        たので、ご報告申し上げます。 

         私、平坂ですが、農林水産課長を拝命し、農業委員会事務局長となっております。 

         また、後任として、総務政策課から佐渡主幹が異動しております。 

         山﨑主査を含め、引き続きよろしくお願いいたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  （あいさつ）       

 

会  長  それでは、これより、４月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により４番 青木 清美 委員、５番 水島 英樹 

委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

会  長  議案第１号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

      事務局より説明願います。 

 

事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」について、 

ご説明いたします。 

 

 議案１号１番、５条における転用申請の案件です。 

 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

 議案第１号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法 

第５条の規定による許可申請があったので、同法施行令第７条ならびに第１５条の規 

定により意見を求めます。 

 令和６年４月５日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 この申請地は、農振農用地区域にあったことから、昨年、本委員会定例会に除外案 

件として付議された案件であります。 

 現在、農業振興計画の縦覧中であり、来月７日までに異議の申し立てがなければ、 

富山県知事から農振計画変更の同意がなされ、朝日町から除外認可が下りるものであ 

ります。 

 縦覧に供された時点で、転用申請が可能なことから、本日、議案として付議された 

ものであります。 

 農業委員会において許可相当として県に進達されたものは、当月下旬に転用許可さ 

れますが、除外の許可が下りるまでは、許可が保留されることになっております。 

 １番 譲受人は、黒部市北新〇〇番地〇、〇〇 〇〇さんです。 

 １番 譲渡人は、朝日町横水〇〇番地〇、〇〇 〇〇さんです。 



 申請地は、朝日町横水〇〇番〇、地目は田、〇〇㎡です。 

 現況は、農地の畔部分であります。 

 農地区分は、１０ｈａ以上の広がりをみせる第１種農地、除外後の用途は、植栽剪 

定作業用の通行用地です。 

 弓野良子委員より意見書を頂戴しております。 

 申請地につきましては、２ページをご覧ください。 

 大家庄地区横水地内で、県道朝日・宇奈月線沿いにあります。 

 譲受人の住所地は、黒部市ですが、日常生活は、朝日町横水であります。 

 譲受人は、平成２０年２月に新築され、１５年になります。 

 新築当時は、想定もしていなかった植栽が隣地境界線上に建てたフェンスの高さを 

越えて伸び、造園業者が作業しづらくなりました。 

 このため、隣接地に５年前に自宅を新築した譲渡人に造園業者が植栽を剪定する軽 

トラック１台の幅を賃貸させてほしい旨の交渉をしたところ、快諾を得たので、防草 

シートを敷いて利用しています。 

 譲受人も高齢になり、土地関係を整理しておきたいと考え、申請に至ったものです。 

 既に違反転用の状態であり、始末書の提出を受けています。 

 転用面積２２㎡の土地利用につきましては、軽トラック１台分の幅２ｍ、道路まで 

の残りの面積１１ｍであり、妥当な面積であると考えます。 

 なお、申請地一帯は、１０ｈａ以上の農地が広がる第１種農地であり、昭和４７年 

から昭和５９年まで県営ほ場整備事業（大家庄）及び平成１９年度から平成２４年度 

まで県営土地改良総合整備事業（大家庄東部）の土地改良事業が実施された地域であ 

りますが、事業完了から新しいものでも１０年を経過しており、８年要件をクリアし 

ており、朝日町土地改良区及び横水町内会長からも同意を得ております。 

 申請地は、１０ｈａ以上の一団の農地が広がる第１種農地でありますが、申請地以 

外の土地とすることが必要かつ適当で、その土地以外に代替すべき土地がないこと、 

農業上の効率かつ総合的な理由に支障を及ぼすおそれがないことなどから、やむを得 

ず許可は可能と判断されるものと認識しております。 

以上、第５条の規定による許可申請の件として、１件、田１筆、２２㎡の転用とな 

ります。 

よろしくお願いいたします。 

 

会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思います。 

 弓野良子委員から意見書を提出いただいておりますので、報告願います。 

 

   弓野委員  事務局から説明のあったとおりであり、現地も確認しておりますが、今回の案件に 

つきましては、問題はないものと判断いたしました。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請どおり許可 



        いたします。 

会  長  次に、議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第３号「農用地利用配 

分計画の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、３ページをご覧ください。 

         議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、旧農業経営基盤強化 

        促進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出が 

ありましたので、その決定につき意見を求めます。   

         続いて、１１ページをご覧ください。 

         議案第３号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分計画 

案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

         今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるものとそれ以外という２部構成とな 

っております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         初めに、農地中間管理事業以外の集積計画についてご説明いたします。 

         ５ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は１件となり、 

        田：５筆：１３，０９０．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         続きまして、６ページをご覧ください。 

         農地中間管理事業以外についての利用権設定状況の内訳です。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１件、１３，０９０．００㎡、新規設定となっ 

ております。 

 続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

 借り手、貸し手 計各１件、１３，０９０．００㎡、相対契約であります。 

 町外の借り手は、０件、０．００㎡、町外の貸し手は、０件、０．００㎡、全て町 

内の方で、町内各地区分は、表のとおりとなっております。 

 続けて、農地中間管理事業にかかる集積計画についてご説明いたします。 

９ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は２４件となり、 

田：９１筆：８９，０３７．３０㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、１０ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる集積計画の利用権設定状況の内訳です。 

３年未満の借り手及び貸し手が、２件、２，５８６．００㎡、うち再設定を含む申 

請は、１件、２，４３３．００㎡となっております。 

         ３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、２件、３，２０６．３０㎡、うち再設定 

を含む申請は、２件、３，０２４．３０㎡となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、１件、１５，１５６．００㎡、再設定 

となっております。 

１０年以上の借り手及び貸し手が、１９件、６８，０８９．００㎡、うち再設定を 

含む申請は、１２件、５７，７３４．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計各２４件、８９，０３７．３０㎡のうち、借り手は全て公 



社になっております。 

         町外の貸し手は、６件、１７，７１０．３０㎡となり、残りの町内各地区分は、表

のとおりとなっております。  

 続けて配分計画についてですが、１４ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は２５件となり、 

        田：９２筆：８９，７２１．３０㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 

         次に、１５ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、３件、３，２７０．００㎡、うち再設定を含む申 

請は、２件、３，１１７．００㎡となっております。 

 ３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、２件、３，２０６．３０㎡、うち再設定 

を含む申請は、２件、３，０２４．３０㎡となっております。 

 ６年以上及び１０年未満の借り手及び貸し手が、１件、１５，１５６．００㎡、再 

設定となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１９件、６８，０８９．００㎡、うち再設定を 

含む申請が、１２件、５７，７３４．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各２５件、８９，７２１．３０㎡のうち、貸し手は全て公社 

になっております。 

         町外の借り手は、０件、０．００㎡、全て町内の方で、町内各地区分は、表のとお 

りとなっております。 

 なお、今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として再配分が１件含まれてお 

ります。 

 議案第２号及び第３号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第２号及び議案第３号の議案につきまして、審議し 

たいと思います。 

         議案第２号及び議案第３号において、当事者である○○○○委員、○○○○推進委 

員び○○○○委員がおられますので、案件を分けて審議を行います。 

まずは、１３ページの議案第３号１５５番について審議したいと思います。 

 当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

 （○○委員 退席） 

  

    会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         １３ページの議案第３号１５５番について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 



 

         （○○委員 着席） 

 

会  長  次に、１３ページの議案第３号１５６番について審議したいと思います。 

 当事者である○○○○推進委員は、しばらく退室となります。 

 

 （○○推進委員 退席） 

  

    会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

      １３ページの議案第３号１５６番について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○○○推進委員の退室を解きます。 

 

         （○○推進委員 着席） 

 

会  長  次に、１４ページの議案第３号１７３番について審議したいと思います。 

 当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

 （○○委員 退席） 

  

    会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

      １４ページの議案第３号１７３番について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

 

   会  長  それでは、いまほどの当事者の案件以外の議案第２号及び議案第３号の案件につい 

て審議したいと思います。 

ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 



会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

 

   会  長  次に、議案第４号「農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域からの除 

        外に関する件」を上程いたします。 

 事務局から説明願います。 

 

   事 務 局  １６ぺージをご覧ください。 

         議案第４号「農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域からの除外に関 

する件」、次のとおり農用地区域からの除外願いがあり、農業振興地域の整備に関す 

る法律施行規則第３条の２の規定に基づき、朝日町長から意見を求められております 

ので、審査願います。 

 令和６年４月５日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 除外２件です。 

 

         １番 願出者は、譲渡人である黒部市植木○〇○番地〇○、○○ ○○さんです。 

除外後の譲受人は、入善町入膳〇〇〇番〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇さ 

んです。 

申請地は、朝日町大屋新○○番、地目は田、現況は雑種地、面積６３０㎡です。 

農地区分は１０ｈａ以上の広がりをみせる第１種農地、除外後の用途としては、除 

外後の用途としては「一般住宅敷地」であり、現状は、埋め立てられた状態にありま 

す。 

         申請地につきまして、１７ページ左側をご覧ください。 

         泊２区、大屋新地内であり、松涛町内の北側にあります 

         願出人であり譲渡人は、現在黒部市に住んでおり、仕事が忙しいことなどから、申 

請地の維持管理が難しいと考えており、土地を整理したいと考えておられました。 

 一方、譲受人は県外出身であり、都会に住んでいたことから自然豊かな環境に住み 

たいという憧れをもっていた折、朝日町を紹介している本を読んで感銘を受けられ、 

朝日町に住みたいと思うようになられました。 

 子どもがアレルギー体質であることから、密集した住宅地を避けて風通しがよく、 

小学校や医療機関が近い場所を探していたところ、申請地を紹介してもらった。 

 現地を訪れて安心して子育てできる環境であり、是非この地に住みたいと願出人に 

売買の打診をしたところ、承諾され、今回の申請に至りました。 

         既に違反転用の状態であり、願出人からは、始末書の提出を受けています。 

         この度の申請地は、居宅２００㎡、庭の一部及び通路１９１㎡、駐車スペース約 

９０㎡、そして、アレルギー体質の子どものために無農薬野菜を食べさせるための家 

庭菜園スペース１５０㎡として使用予定です。 

 除外面積６３０㎡は、妥当かつやむを得ない面積であると考えます。 

 申請地一帯は、昭和６１年から平成２年まで団体営土地改良総合整備泊北部（大屋） 

の土地改良事業が実施された地域でありますが、事業完了から新しいものでも、３１ 



年を経過しており、８年要件をクリアしており、朝日町土地改良区及び大屋新町内会 

長からも同意を得ております。 

 今後、除外が認められた場合には、５条の転用許可申請が提出されることになりま 

す。 

 申請地は、１０ｈａ以上の一団の農地が広がる第１種農地でありますが、転用目的 

が「申請地に代えて周辺の他の土地を提供することにより、事業の目的を達成できる 

とは認められない」こと、農業上の効率かつ総合的な理由に支障を及ぼすおそれがな 

いことなどから、やむを得ず許可は可能と判断されるものと認識しております。 

  

 ２番 願出者は、朝日町道下〇〇〇〇番地、〇〇〇〇外５名です。 

 除外後の譲受人は、〇〇〇です。 

 申請地は、朝日町浜草野〇〇番外７筆、地目は田、現況も田、総面積１１，００３ 

㎡です。 

 農地区分は、１０ｈａ以上の広がりをみせる第１種農地、除外後の用途としては、 

浜草野工業用地整備であります。 

 申請地につきましては、１７ページ右側をご覧ください。 

 松涛町の北側で、２級河川寺川に隣接をしており、申請地の北は、大屋海岸となっ 

ております。 

 朝日町に対して、水産動植物の畜養加工企業から、朝日町での工場建設のための海 

沿いで約１０，０００㎡の土地取得に関する照会がありました。 

 町としましては、朝日町の漁業や企業誘致の観点から、申請地に町の土地があった 

こと、申請地の土地所有者さんに理解を得られたことから、企業誘致の一環として工 

場建設敷地の造成を行うこととし、この度の申請に至りました。 

   申請地一帯は、昭和６１年から平成２年まで団体営土地改良総合整備事業泊北部 

（東草野）の土地改良事業が実施された地域でありますが、事業完了から新しいもの 

でも、３１年を経過しており、８年要件をクリアしており、朝日町土地改良区及び 

大屋新町内会長からも同意を得ております。 

  今後、除外が認められた場合には、４条及び５条の転用許可申請が提出されるこ 

とになります。 

 申請地は、１０ｈａ以上の一団の農地が広がる第１種農地でありますが、転用目 

的が「水産動植物の養殖用施設」ということで許可基準を満たしており、許可は可 

能と認識しております。 

 

   会  長  ただ今、説明ありました議案第４号の議案につきまして、審議したいと思います。 

         まずは、議案第４号の１番について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、当委員会からの異議は 

        ないものといたします。 

 



   会  長  次に、議案第４号の２番について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、当委員会からの異議は 

        ないものといたします。 

 

会  長  次に、議案第５号「非農地通知申出の件」を上程いたします。 

      事務局より説明願います。 

 

事 務 局  議案第５号「非農地通知申出の件」、次のとおり非農地通知の申出がありましたの

で、意見を求めます。 

      令和６年４月５日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

      非農地の判断は、農地パトロールの際に、ご説明しておりますが、一般に「その土

地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく

困難な場合」や「その土地が周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても

継続して利用することができないと見込まれる場合」で、基盤整備等が計画されてい

ない土地について、「農地に該当しない」ことを判断します。 

      申請人は、１番から６番までの６名の方から申請がありました。 

      いずれの申請地におきましても、山から流れ出る土砂等を受ける谷止工などの治山

工事を行うに当たって農地の存在が判明しました。 

      エリアは、保安林指定した上で、工事を行いますが、農地があると保安林指定する

ことができず、非農地判断によって、地目を変更したいものであります。 

      １９ページから２０ページまでをご覧ください。 

      具体的に田の位置を紐づけることができないので、概ねのエリアを記させていただ

いております。 

      まず、１か所目は蛭谷地内の西戸谷、２か所目は元屋敷地内、３か所目は南保高畠

地内です。 

      いずれの箇所も、申請地一帯は、山林化しており、農地に必要な水源の確保や現地

へ向かう道も荒廃しており、農地に復元したとしても、継続して利用することは困難

であると判断しております。 

      農業委員会から非農地の通知を発行した後、地目を山林に変更されるものでありま

す。 

      農業委員会として非農地として判断し、非農地通知の発行は可能であると考えます。 

      以上、非農地通知申出の件として、６件、田１５筆、２，９１０㎡となります。 

      よろしくお願いいたします。 

 

  会  長  ただ今、説明ありました議案第５号の議案につきまして、審議したいと思います。 

         ご意見及びご異議はありませんか。 

 



         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、非農地とし、申請人に報告するとともに、農地台帳か 

ら削除することといたします。 

 

   会  長  次に、議案第６号「令和６年度農作業参考料金の決定の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  議案第６号「令和６年度農作業参考料金の決定の件」、次のとおり、令和６年度農 

作業参考料金案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

      令和６年４月５日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

      当委員会が示している農作業参考料金については、改定のルールとして、例年、３ 

年に１度の見直しを行っており、直近では、令和４年度に改定を行ったところであり 

ます。 

 また、当委員会では、富山県農業会議が示す農作業料金と当委員会が示す農作業参 

考料金に５％を超える増減が生じた際には、３年に１度に限らず、見直しを検討する 

ものとしております。 

令和６年度の農作業参考料金については、本来であれば、見直しの時期ではありま 

せんが、先般、富山県農業会議から示された農作業料金と当委員会が示している農作 

業参考料金に５％を超える増額が生じたため、２月定例会において相談させていただ 

いたところ、物価高騰等の状況も鑑みて、農作業参考賃金策定協議会において検討し 

てはどうかというご意見をいただきましたので、去る３月２８日に農作業参考賃金策 

定協議会を開催し、協議した結果、２３ページのとおり改定案が示されました。 

（改定案の詳細については、資料に基づき説明）  

 

会  長  ただ今、説明ありました議案第６号の議案につきまして、審議したいと思います。 

         ご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、原案のとおり決定し、 

        農業委員会名にて公表することといたします。 

 

   会  長  次に、３ 令和６年度最適化活動の目標の設定等についてであります。 

事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  ３ 令和６年度最適化活動の目標の設定等について、資料に基づき説明 

 

会  長  ただ今、説明あったことにつきまして、ご意見及びご異議はありませんか。 

 



         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、原案のとおり決定いた 

        します。 

         ただ今の目標の下、活動を行って参りましょう。 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…５月８日（水）１６：００～ 

 

   会  長  そのほかに意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして４月の農業委員会定 

例会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後５時４０分に閉会する。 

 

 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名する。 

 

 

 令和６年  月  日 

 

      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


